
羽島市告示第１４７号 

 事後審査型条件付き一般競争入札の施行について 

 次のとおり、地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の６第１

項の規定により公告する。 

 

令和８年６月１６日 

 

                      羽島市長 松 井  聡     

 

記 

 

１ 入札に付する事項 

⑴ 仕様書番 号 水委第１０号 

 ⑵ 委 託 名 羽島市水道事業 検定満期メーター交換・漏水対応業務委託 

 ⑶ 委 託 場 所 羽島市水道事業給水区域 

 ⑷ 委 託 期 間 契約日の翌日から令和１０年１月３１日まで 

 ⑸ 概 要 検定満期メーター交換業務及び漏水対応業務等を委託し、専

任の従事者を配置し一括管理とすることで、業務の迅速化及び

効率化並びに職員の業務負担軽減を図るもの。 

⑹ 入 札 方 法 郵便入札（羽島市ホームページ参照） 

         羽島市ホームページトップ ＭＥＮＵ＞事業者の方へ＞入

札・契約＞郵便入札制度の導入 

         （URL） https://www.city.hashima.lg.jp/  

⑺ 契 約 方 法 地方自治法第２３４条の３及び羽島市長期継続契約を締結

することができる契約を定める条例（平成１９年羽島市条例

第２２号）第２条に基づく長期継続契約 

２ 入札に参加する者に必要な資格及び条件 

  入札に参加する者は、次の条件を満たしているものとする。 

⑴ 本告示日において、羽島市契約規則（昭和３９年羽島市規則第６号）第２１

条第２項に基づいて調製した羽島市指名競争入札参加者名簿の「検針業務」又

は「漏水調査」に登録されていること。 



⑵ 本告示日から入札の日までの間において、羽島市競争入札参加資格停止の措

置要領（平成１９年９月２５日決裁）に基づく資格停止期間がないこと。  

⑶ 本告示日から入札の日までの間において、羽島市が行う契約からの暴力団排

除に関する措置要綱（平成２２年８月１２日決裁）に基づく資格停止期間がな

いこと。 

３ 仕様書・申請書等の配布期間、配布方法及び閲覧等 

 ⑴ 配布期間 令和８年６月１６日（火）から令和８年６月２３日（火）まで（日

曜日及び土曜日を除く。） 

 ⑵ 配布方法 羽島市ホームページからダウンロード 

        羽島市ホームページトップ ＭＥＮＵ＞事業者の方へ＞入札・契

約＞一般競争入札公告等（令和８年６月１６日公告） 

        （URL） https://www.city.hashima.lg.jp/ 

 ⑶ そ の 他 前号により入手ができない場合については、次のとおりとする。 

  ア 配布期間 令和８年６月１６日（火）から令和８年６月２３日（火）まで

（日曜日及び土曜日を除く。）の午前９時から午後４時まで（正

午から午後１時までを除く。）とする。 

  イ 配布場所 羽島市役所総務部管財課 

  ウ 設計図書等については、貸与とし配布期間内に返却すること。 

４ 入札参加の申請 

  この一般競争入札に参加を希望する者は、事後審査型条件付き一般競争入札参

加申請書（別記様式第１号）を次に定めるところにより提出すること。 

ア 提出期間 令和８年６月１７日（水）から令和８年６月２３日（火）まで

（日曜日及び土曜日を除く。）の午前９時から午後４時までと

する。 

  イ 提出方法 持参又は郵送により提出する。電送による提出は、受け付けな

い。 

ウ 提出場所 羽島市役所総務部管財課 

５ 設計図書等に関する質疑及びそれに対する回答 

 ⑴ 入札参加希望者は、設計書及び図書等に対する質疑がある場合は、次に掲げ

るところにより書面（任意の様式）で行う。なお、質疑がない場合は、提出の

必要はない。 

http://www.city.hashima.lg.jp/


 ⑵ 提出期間及び提出場所については、４に準じる。 

 ⑶ 回答は、羽島市ホームページ（３⑵に同じ）に令和８年６月２６日（金）に

掲載するとともに、総務部管財課にて閲覧に供する。 

６ 入札の日時及び場所 

 ⑴ 入札日時 令和８年７月７日（火）午前１１時００分 

 ⑵ 入札場所 羽島市竹鼻町５５番地 羽島市役所本庁舎３階管財課 

 ⑶ 提出書類 入札書 

 ⑷ 提出方法 原則郵送により提出する。やむを得ない場合は持参も可とする。

電送による入札は認めない。 

７ 落札者の決定 

 ⑴ 予定価格の範囲内で最低価格をもって入札した者を落札候補者とする。 

 ⑵ 落札候補者となるべき同価格の入札した者が２者以上ある場合は、くじによ

り落札候補者の決定を行う。 

 ⑶ 落札候補者の入札参加資格要件を審査し、当該要件を満たしていることが確

認できた場合に、当該入札者を落札者とする。 

 ⑷ 落札候補者は、落札候補者となった旨の通知のあった日から起算して２日以

内に、次に掲げる書類を総務部管財課まで持参すること。 

  ア 事後審査型条件付き一般競争入札参加資格確認申請書（別記第２号様式） 

イ その他指定される書類 

８ 入札又は開札の中止 

  天災その他やむを得ない理由により、入札又は開札を中止することがある。こ

の場合における損害は、各入札者の負担とする。 

９ 入札保証金及び契約保証金 

 ⑴ 入札保証金 免除 

 ⑵ 契約保証金 免除 

１０ 前金払 無 

１１ 部分払 有 

１２ 入札の無効に関する事項 

  告示した入札に参加する必要な資格の無い者のした入札及び入札に関する条

件に違反した入札のほか羽島市契約規則第１４条に該当する場合は、無効とする。 

１３ 落札の無効 



  落札者が特別の理由もなく、落札日から７日以内に契約を締結しない場合は、

その落札を無効とする。 

１４ その他の注意事項 

 ⑴ 落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の１００分の１

０に相当する額を加算した金額（当該金額に１円未満の端数があるときは、そ

の端数金額を切り捨てた金額）をもって落札金額とするから、入札者は、消費

税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もりした契約

金額の１１０分の１００に相当する金額を記載すること。 

 ⑵ 一度提出した入札書は、書き換え、引き換え、又は撤回することはできない。 

 ⑶ 再度入札は、原則として１回とする。 

⑷ 談合情報が寄せられた場合には、入札の直前の「くじ」により、２分の１を

限度として、入札参加を取り消す場合がある。 

 ⑸ 契約の締結後、法令の改正等により消費税法（昭和６３年法律第１０８号）

の規定による消費税及び地方税法（昭和２５年法律第２２６号）の規定による

地方消費税の額（以下、「消費税等相当額」という。）が変動した場合は、改

正以降における消費税等相当額は変動後の税率により計算し、支払うものとす

る。 

⑹ この告示に記載していない事項については、地方自治法（昭和２２年法律第

６７号）、同法施行令及び羽島市事後審査型条件付き一般競争入札実施要領（平

成１８年８月７日決裁）及び羽島市契約規則等の定めるところによる。 


